
13－ －

　　平成２５年第３回定例会会議録（第１号）　

平成２５年９月５日　

　

○出席議員（２５名）　

　　　　１番　　森　　　大　輔　君　　　　　２番　　三　重　忠　昭　君　

　　　　３番　　手　束　貴　裕　君　　　　　４番　　野　上　泰　生　君　

　　　　５番　　森　山　義　治　君　　　　　６番　　穴　井　宏　二　君　

　　　　７番　　加　藤　信　康　君　　　　　８番　　荒　金　卓　雄　君　

　　　　９番　　松　川　章　三　君　　　　１０番　　市　原　隆　生　君　

　　　１１番　　国　実　久　夫　君　　　　１２番　　猿　渡　久　子　君　

　　　１３番　　吉　冨　英三郎　君　　　　１４番　　黒　木　愛一郎　君　

　　　１５番　　平　野　文　活　君　　　　１６番　　松　川　峰　生　君　

　　　１７番　　野　口　哲　男　君　　　　１８番　　堀　本　博　行　君　

　　　１９番　　山　本　一　成　君　　　　２０番　　永　井　　　正　君　

　　　２１番　　三ヶ尻　正　友　君　　　　２２番　　江　藤　勝　彦　君　

　　　２３番　　河　野　数　則．君　　　　２４番　　泉　　　武　弘　君　

　　　２５番　　首　藤　　　正　君

○欠席議員（な　し）

○説明のための出席者　

　市　　　　　長　　浜　田　　　博　君　　　副　　市　　長　　友　永　哲　男　君

　副　　市　　長　　阿　南　俊　晴　君　　　教　　育　　長　　寺　岡　悌　二　君

　水道企業管理者　　永　井　正　之　君　　　監　査　委　員　　惠　良　　　寧　君

　　　

　総　務　部　長　　釜　堀　秀　樹　君　　　企　画　部　長　　大　野　光　章　君

　　　

　建　設　部　長　　糸　永　好　弘　君　　　ＯＮＳＥＮツーリズム部長　　亀　井　京　子　君　

　生活環境部長　　浜　口　善　友　君　　　　　　　　　　　　伊　藤　慶　典　君　

　消　　防　　長　　渡　邉　正　信　君　　　教　育　次　長　　豊　永　健　司　君　

　監査事務局長　　工　藤　将　之　君　　　政策推進課長　　稲　尾　　　隆　君

○議会事務局出席者　

　　　局　　　　　長　　檜　垣　伸　晶　　　参事兼庶務係長　　宮　森　久　住

　　　次長兼議事係長　　浜　崎　憲　幸　　　次長兼調査係長　　河　野　伸　久

福祉保健部長
兼福祉事務所長



14－ －

　　　主　　　　　幹　　吉　田　悠　子　　　主　　　　　査　　溝　部　進　一

　　　主　　　　　任　　波多野　　　博　　　主　　　　　任　　甲　斐　健太郎

　　　主　　　　　任　　池　上　明　子　　　主　　　　　事　　穴　井　寛　子

　　　速　　記　　者　　桐　生　正　子

　

○議事日程表（第１号）　

　　　　　　平成２５年９月５日（木曜日）午前１０時開議　

　　　第　１　会議録署名議員の指名

　　　第　２　会期の決定

　　　第　３　議第　６１号　平成２５年度別府市一般会計補正予算（第２号）

　　　　　　　議第　６２号　平成２５年度別府市競輪事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　議第　６３号　平成２５年度別府市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

　　　　　　　　　　　　　　号）

　　　　　　　議第　６４号　平成２５年度別府市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第

　　　　　　　　　　　　　　１号）

　　　　　　　議第　６５号　平成２５年度別府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　議第　６６号　平成２５年度別府市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

　　　　　　　　　　　　　　号）

　　　　　　　議第　６７号　平成２５年度別府市水道事業会計補正予算（第１号）

　　　　　　　議第　６８号　平成２４年度別府市水道事業剰余金の処分及び平成２４年度

　　　　　　　　　　　　　　別府市水道事業会計決算の認定について

　　　　　　　議第　６９号　別府市総合教育センターの設置及び管理に関する条例の一部

　　　　　　　　　　　　　　改正について

　　　　　　　議第　７０号　別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　について

　　　　　　　議第　７１号　別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例

　　　　　　　　　　　　　　の制定について

　　　　　　　議第　７２号　別府市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

　　　　　　　議第　７３号　別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

　　　　　　　　　　　　　　て

○本日の会議に付した事件　

　　　日程第１～日程第３（議事日程に同じ）　



15－ －

　　　　　　午前 10 時 00 分　開会

○議長（吉冨英三郎君）　平成 25 年第３回別府市議会定例会は成立いたしました。

　　地方自治法第 121 条の規定により、説明のため市長ほか関係者の出席を求めましたので、

　御了承願います。

　　これより、会議を開きます。

　　本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第１号により行います。

　　日程第１により、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第 88 条の規定により議長において指名いたします。

　　会議録署名議員に、３番・手束貴裕君、16 番・松川峰生君、23 番・河野数則 . 君、以

　上３名の方々にお願いいたします。

　　次に、日程第２により、会期の決定を議題といたします。

　　今期定例会の会期は、本日９月５日から９月 20 日までの 16 日間といたしたいと思いま

　すが、御異議ありませんか。

　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（吉冨英三郎君）　御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日９月

　５日から９月 20 日までの 16 日間と決定いたしました。

　　次に、日程第３により、議第 61 号平成 25 年度別府市一般会計補正予算（第２号）から、

　議第 73 号別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、以上 13 件

　を一括上程議題といたします。

　　提案理由の説明を求めます。

　　　　（市長・浜田　博君登壇）

○市長（浜田　博君）　平成 25 年第３回市議会定例会の開会に当たりまして、今回提出をい

　たしました諸議案の概要について御説明をいたします。

　　初めに、一般会計補正予算でございますが、今回補正します額は４億 2,110 万円で、補

　正後の予算額は総額 447 億 2,440 万円となります。

　　その主な内容といたしまして、民生費では、軽度・中度の聴覚障がい児の補聴器購入費

　に対する補助金や保育士の処遇を改善し、人材を確保するための補助金を計上しておりま

　す。また、子育ての悩みを抱えた親を支援するため、虐待防止プログラムを実施するファ

　シリテーターを市で養成し、児童虐待の未然防止を図ってまいります。

　　衛生費では、大分県特別保護樹木であります東山のシダレザクラを保全するための剪定

　等に対する委託料を計上しております。

　　労働費では、空き家対策として、県の補助金を活用し、市内に存在する空き家の実態を

　調査して基礎資料とするための経費を計上しております。この調査につきましては、自治

　会の皆様の御協力で町内の空き家の概数を把握する事前調査を実施しており、この資料を

　もとに実態調査を行います。

　　観光費では、不老泉の建てかえの経費を計上しております。

　　土木費では、台風や豪雨からの被害防止を図るための側溝改修や、通学路や生活道路の

　安全確保のための舗装改修などに係る経費を計上しております。

　　災害復旧費では、梅雨前線による豪雨により被害を受けました農地や道路・側溝の災害

　復旧費を計上しております。

　　特別会計につきましては、競輪事業を含め５特別会計について、前年度決算に伴う繰越

　金の計上を中心に補正予算を計上しております。

　　また、水道事業会計では、水道料金等徴収業務を来年度から民間委託するための債務負

　担行為を計上しております。

　　以上が、予算関係議案の概要であります。
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　　次に予算外の議案につきまして、御説明申し上げます。

　　予算外の議案につきましては、条例関係５件、その他１件の計６件を提出しております。

　　議第 68 号平成 24 年度別府市水道事業剰余金の処分及び平成 24 年度別府市水道事業会

　計決算の認定については、地方公営企業法第 32 条第２項の規定により、平成 24 年度別府

　市水道事業剰余金を処分することについて議会の議決を求めるとともに、同法第 30 条第

　４項の規定により、平成 24 年度別府市水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて議会

　の認定に付するものであります。

　　議第 69 号別府市総合教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正については、

　別府市総合教育センターを移転することに伴い、条例を改正しようとするものであります。

　　議第 70 号別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正については、条

　例が引用する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部が改正され、

　題名が改められたことに伴い、条例を改正しようとするものであります。

　　議第 71 号別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例の制定について

　は、障がいのある人もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会の実現に寄与

　するため、条例を制定しようとするものであります。

　　人々の障がいに対する理解の不足や社会にあるさまざまな障壁の存在により、障がいの

　ある人は、日常生活または社会生活を営む上で依然として差別や偏見がなくならない状況

　であるとともに、生活のしづらさや不安を抱えているのが現状であります。そのため条例

　を制定し、障がいのある人を取り巻くこれらの状況の改善に別府市全体で取り組み、障が

　いの有無にかかわらず、お互いに認め合い、思いやり、支え合う社会の実現を目指そうと

　するものであります。

　　議第 72 号別府市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、地方税法の一部

　改正により地方税に係る延滞金の利率の見直しが行われたことから、後期高齢者医療の保

　険料に係る延滞金についても利率を見直すことに伴い、条例を改正しようとするものであ

　ります。

　　議第 73 号別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、配偶者か

　らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部が改正され、題名が改められ、及び

　生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、

　同法を準用することが定められたこと等に伴い、条例を改正しようとするものであります。

　　以上をもちまして、提出いたしました各議案の説明を終わります。

　　何とぞ慎重審議の上、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（吉冨英三郎君）　次に、監査委員から、水道事業会計決算に対する審査意見の報告

　を求めます。

　　　　（監査委員・惠良　寧君登壇）

○監査委員（惠良　寧君）　それでは、平成 24 年度別府市事業会計決算の概要説明を行わせ

　ていただきます。

　　ただいま上程されました、議第 68 号平成 24 年度別府市水道事業剰余金の処分及び平成

　24 年度別府市水道事業会計決算の認定についてにつきまして、地方公営企業法第 30 条第

　２項の規定に基づき審査いたしましたので、その結果について御報告申し上げます。

　　まず、財政収支の状況でございますが、収益的収支の収入は 25 億 1,463 万 6,000 円に

　対して、支出は 22 億 3,090 万 8,000 円となっています。

　　次に、資本的収支でございますが、企業債等の収入は１億 1,761 万 5,000 円であります。

　これに対して、建設改良費及び企業債償還金などの支出は 11 億 7,392 万 8,000 円であり、

　差し引き 10 億 5,631 万 3,000 円の収入不足額となっております。この不足額は、過年度

　分損益勘定留保資金５億 7,258 万 4,000 円、利益剰余金処分額２億 4,506 万 7,000 円、建
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　設改良積立金２億円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,866 万 2,000 円で

　補塡されております。

　　また、損益計算書では、総収益 23 億 9,579 万 5,000 円に対して、総費用は 21 億 5,072

　万 8,000 円であり、当年度純利益は２億 4,506 万 7,000 円となっており、前年度からの繰

　越利益剰余金はございませんので、当年度純利益が当年度未処分利益剰余金となっており

　ます。この当年度未処分利益剰余金は、全額企業債償還金に充てる減債積立金として翌年

　度に処分するよう予定されております。

　　次に、経営内容について申し上げます。

　　施設の利用状況は、簡易水道事業を含む本市の１日の配水能力は７万 5,475 立方メート

　ル、１日の平均配水量は４万 4,977 立方メートルであり、施設利用率は 59.6％であり、

　前年度と比べ２ポイント下降しております。また、１日の最大配水量は５万 513 立方メー

　トルであり、最大稼働率は 66.9％となっており、施設能力には余裕があるといえます。

　　次に、１立方メートル当たりの給水原価は 149 円 10 銭であり、供給単価は 160 円 81 銭

　となっております。前年度に比べ給水原価は１円 92 銭上がり、供給単価は 46 銭下がって

　おります。

　　次に、労働生産性についてであります。

　　職員１人当たりの有収水量は、21 万 2,617 立方メートルであり、前年度に比べ 7,287

　立方メートル増加し、営業収益は 3,545 万 5,817 円であり、前年度に比べ 96 万 5,484 円

　増加し、給水人口は 1,794 人であり、前年度に比べ 79 人増加しております。

　　今回の決算審査において、年間総有収水量が前年度と比較して 33 万 3,109 立方メート

　ル減少していますが、有収率は、前年度と比較して 1.1 ポイント上昇しております。有収

　率が上昇した主な要因としては、年間総配水量が前年度と比較して 58 万 7,752 立方メー

　トル減少し、年間総有収水量の減少を大きく上回ったことがその主な要因であります。

　　有収率は、事業経営に影響を与えることから、無効水量の徹底した分析を行い、漏水調

　査業務委託の結果に基づいて漏水防止対策を積極的に進め、有収率の向上を図られるよう

　要望するところであります。

　　経営分析の結果を見る限り、総収支比率及び営業収支比率は良好であります。しかしな

　がら、人件費と労働生産性について分析したとき、職員 1人当たり給水人口、有収水量及

　び営業収益は、平成 23 年度類似団体の平均と比べていずれも大幅に下回っており、依然

　として改善が進んでいない状況にあります。労働生産性の改善に向けて、より一層努力を

　傾注されるよう要望いたします。

　　水道事業は、少子高齢化の進展や節水型社会への移行等により、水需要の伸びは一部の

　地域を除き期待できない一方で、水道施設は大量更新期を迎えており、施設の耐震化を早

　急に進めることも求められているなど、取り組むべき課題が多数存在する状況にあります。

　　このような状況において別府市水道局は、「別府市地域水道ビジョン」として「豊富で

　おいしい水を、いつでもお客さまのもとへ」という基本理念を掲げております。水道事業

　を取り巻く社会経済情勢や経営分析の結果等を総合考慮したとき、別府市の水道事業は、

　経費の節減、定員管理の一層の適正化、さらには業務委託の推進を図るなどして、経営の

　効率化に努め、先ほどの基本理念を実効あらしめるために、たゆまぬ経営努力を継続する

　ことが求められております。

　　最後に、今回、決算審査に付された決算諸表は、関係法令に基づいて作成され、その計

　数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示しており、事務処理もおおむね良好

　であると認められました。

　　なお、平成 24 年度決算の内容等、詳細につきましては、お手元に配付いたしておりま

　す決算審査意見書により、御了承賜わりたいと存じます。
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　　以上、簡単ではありますが、決算審査の結果についての御報告といたします。

○議長（吉冨英三郎君）　以上で、各議案に対する提案理由の説明及び水道事業会計決算に

　対する審査意見の報告は終わりました。

　　お諮りいたします。会期日程により全議案を考案に付したいと思いますが、御異議あり

　ませんか。

　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（吉冨英三郎君）　御異議なしと認めます。よって、全議案を考案に付すことに決定

　いたしました。

　　以上で、本日の議事は終了いたしました。

　　あす９月６日から９月９日までの４日間は、考案及び休日等のため本会議を休会とし、

　次の本会議は、９月 10 日定刻から開会いたします。

　　本日は、これをもって散会いたします。

　　　　　　午前 10 時 17 分　散会


